
再審請求のむずかしさ

無実を訴える死刑囚の声

死刑について考えてみませんか

東京拘置所のそばで死刑について考える会（そばの会）
東京都荒川区南千住１-５９-６-３０２

 いま⽇本に50⼈余りいる死刑確定囚の中で、⼀番古い事件の⼈は、名古屋拘置所の奥⻄勝さん
です。１９６１年に起こった「名張毒ぶどう酒事件」の犯⼈として逮捕され、１審無罪判決、２
審で逆転死刑判決、そして１９７２年に最⾼歳で死刑判決が確定しました。
 奥⻄さんは再審を請求し続けてきました。先⽇、第６次の再審請求棄却に対する特別抗告が最
⾼裁で棄却され、弁護団はただちに第７次再審請求を⾏ったそうです。

 再審の条件はたいへん厳しいものがあります。無実を⾔い渡すべき明らかな新証拠の提出が求
められますが、事件から何年も、何⼗年もたって、そうした新証拠を発掘するのは⼤変なことで
す。
    ★ ★ ★
 それでも死刑囚の再審が次々と認められた時期がありました。  １９８３年７⽉には免⽥事件
の免⽥栄さん、１９８４年３⽉には財⽥川事件の⾕⼝繁義さん、同年７⽉には松⼭事件の⻫藤幸
夫さん、１９８９年１⽉には島⽥事件の⾚堀政夫さんが、それぞれ、再審無罪で釈放されまし
た。
 免⽥さんは第６次の再審請求で、⾕⼝さんは第２次再審棄却に対する特別抗告で、⻫藤さんも
第２次再審棄却に対する抗告で、⾚堀さんは第４次再審棄却に対する抗告によって、ようやく再
審が開始され、無実が証明されたのです。

 これらの再審事件は、冤罪の恐怖と、死刑制度への疑問を多くの⼈に抱かせました。

 ⼀⽅で法務省は、露⾻な再審の妨害を図ります。  ハンセン病患者への差別にもとずく誤判に
よる処刑ではないかと疑われている藤本松夫さんが処刑されたのは１９６２年、三度⽬の再審請
求が却下された翌⽇のことでした。
 １９６３年、法務省は死刑確定者との⾯会や⽂通を著しく制限する通達を出します。「…罪を
⾃覚し、精神の安静裡に死刑の執⾏を受けることとなるよう…その処遇にあたり、⼼情の安定を
害するおそれのある交通も、また、制限されなければならない」と。
    ★ ★ ★
 さきにあげた４⼈の⽅たちも多くの⽀援者との交流に励まされながら、死刑確定から２０〜３
０年にもわたる⻑期の再審請求を闘ってきたのですが、通達以降、じょじょにそうした交流はで
きなっていきました。今では、⼀部の親族と弁護⼈以外との交流は認められないことが⼀般的と
なってしまいました。いや、それどころか親族であっても、認めないケースもあるほどです。
 今も、冤罪を訴えて続けている死刑囚がたくさんいますが、その声を社会に届けることがたい
へん困難になっているのです。


